
 

亀岡市災害ボランティアセンター設置について 

 

 （１）設立日  平成 24 年 9 月 1 日（土）  

 （２）センター設置の目的と運営 

    災害ボランティアセンターは、地震や水害など大災害の発生時において必要とされる「災

害ボランティア」を受け入れ、被災者のニーズを把握し、コーディネートする機関です。ま

た、災害ボランティア活動は、「被災者の日常生活への復旧支援」を目的に展開される活動で

す。 

そのために、亀岡市社会福祉協議会に当センターを設置し、災害ボランティア活動を効果

的・効率的に行うため平常時から訓練等を行うとともに、住民の防災・減災・災害ボランテ

ィア活動への意識向上を図ります。 

また、当センターは、設立準備委員会構成団体メンバーを運営委員会に移行、協働で運営 

することにより、構成団体によるネットワークを築くとともに、災害時における円滑なセン 

ターの開設とボランティア活動に備えた初動体制を構築します。 

 

 （３）センターの機能、活動内容 

   《平常時》 設置場所及び運営委員会事務局  社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会 

                   （亀岡市余部町樋又 61―1 ふれあいプラザ内） 

        活動内容 ①関係機関・団体によるネットワーク体制の構築 

②災害ボランティア活動の調査・研究及び研修・訓練の実施 

             ③災害ボランティア活動の広報・啓発 

④センターの運営体制及びボランティア活動体制の整備 

⑤災害ボランティアの登録及びコーディネーターの育成 

⑥市内で相当規模の被害には至らない災害への対応 

⑦その他センターに必要と認められる活動 

《災害時》 開設場所 基本的には平常時設置場所（設置場所条件を鑑み、設置） 

        活動内容 ①亀岡市災害対策本部等の関係機関・団体との連絡調整 

             ②災害ボランティアの募集・受け入れ 

             ③被害状況及び必要な災害ボランティアの需要の把握 

             ④ボランティア活動のコーディネート及び安全管理 

             ⑤ボランティア活動に必要な資機材の調達 

             ⑥その他センターに必要と認められる活動 



 

（４）『亀岡市災害ボランティアセンター』運営体制 基本配置例 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）運営委員会の構成について 

    センターは、平常時から下記の構成団体メンバーを基本に、京都府社会福祉協議会及び

京都府災害ボランティアセンターと連携を図りながら協働により運営します。 

運 営 委 員 会 構 成 

亀岡市自治会連合会 亀岡アマチュア無線クラブ 

亀岡市民生委員児童委員協議会 亀岡青年会議所 

亀岡市内地区社会福祉協議会 京都府（南丹広域振興局） 

亀岡市社会福祉施設協議会 亀岡市総務部自治防災課 

亀岡ボランティア連絡協議会 亀岡市健康福祉部地域福祉課 

赤十字レスキューチェーン京都亀岡支会 亀岡市社会福祉協議会 

センター長 （センターの総括） 

副センター長（3 課長：各部門の総括） 

□総務部門 

【総務班】 

● センター各班の調整 
● 本部長等との連絡調整 
● 市災害対策本部、関係機関

との連絡調整 
● 各種統計の管理、報告 
● 広報 
● 会計・経理事務、物品管理 
● 資機材調達 

 

○班 長：総務課長 

 副班長：総務管理係長・子

育てファミリーサ

ポートセンター長 

 班 員：総務課職員 

 

【利用者対応班】 
● 利用者(要配慮者)の安否

確認等 

○班長   ：介護事業課長 

 副班長(兼)：介護事業課ホー

ムヘルプ・デイ

サービス・老支

各センター長 

 班員(兼)：各センター職員 

□ボランティア部門 

【ボランティア受付班】 

● ボランティア活動希望者の受付 
● ボランティア活動終了後の受け入れ 
● 支援ニーズの把握、支援・派遣調整班への引継ぎ 
● ボランティア保険関係 
● ニーズ件数、受付人数集計 
 

○班 長：地域支援課地域福祉係長 

 副班長：介護事業課デイサービスセンター長 

班 員：地域福祉係及びデイサービスセンター職員 

 
 
 

【ボランティア支援・派遣調整班】 

● ボランティアの活動先案内 
● ボランティアの安全衛生管理 
● 派遣調整（マッチング、オリエンテーション） 
● 資機材の貸出、管理 
● 活動報告 
 
○班 長：地域支援課生活支援係長 
 副班長：介護事業課ホームヘルプセンター長・老人

介護支援センター長 
班 員：生活支援係及びホームヘルプセンター・老

人介護支援センター各職員 

 




